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衆
議
院
議
員
鳩
山
�
夫
君
提
出
文
化
財
を
保
存
し
後
世
に
伝
え
る
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
鳩
山
�
夫
君
提
出
文
化
財
を
保
存
し
後
世
に
伝
え
る
必
要
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
昭
和
初
期
の
公
共
建
築
」
の
範
囲
や
「
現
存
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
政
府
と
し
て
お
尋
ね
に
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
御
指
摘
の
人
物
が
設
計
し
た
建
築
物
の
う
ち

建
設
当
時
に
私
的
な
利
用
に
供
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
し
て
は
、
現
在
の
所
有
者
に
確
認
が
で
き
た

限
り
で
は
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
所
有
の
「
京
都
支
店
五
条
別
館
」
、
「
新
町
ビ
ル
」
及
び
「
田
辺
営
業
所
（
事
務

棟
）
」
並
び
に
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
都
市
開
発
株
式
会
社
所
有
の
「
新
風
館
」
が
あ
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
保
存
の
要
請
」
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
等
に
対
し
、
「
Ｄ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｍ
Ｏ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
」
、
社
団
法

人
日
本
建
築
学
会
、
社
団
法
人
日
本
建
築
家
協
会
、
「
大
阪
中
央
郵
便
局
を
重
要
文
化
財
に
す
る
会
」
及
び
「
大
阪
中
央
郵

便
局
を
守
る
会
」
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要
文
化
財
の
指
定
に
当

一



た
っ
て
は
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
お
い
て
、
政
府
は
「
こ
の
法
律
の
執
行
に
当
つ
て
関
係
者
の
所
有
権
そ
の
他
の
財
産
権

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
所
有
者
の
財
産
権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
文
化
財
保
護
の

実
効
性
を
担
保
す
る
観
点
か
ら
、
所
有
者
の
同
意
を
得
て
手
続
を
進
め
る
実
務
上
の
取
扱
い
と
し
て
い
る
。

�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
大
阪
中
央
郵
便
局
旧
庁
舎
」
は
、
郵
便
局
株
式
会
社
が
所
有
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
株

式
の
全
て
は
政
府
が
保
有
し
て
い
る
。

�
及
び
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
報
告
書
の
「
結
論
」
と
し
て
は
、
「
大
阪
中
央
郵
便
局
の
建
替
え
に
あ
た
り
、
近
代
建
築
の
秀
作
と
讃
え
ら
れ

る
郵
政
局
舎
建
築
の
持
つ
伝
統
を
後
世
に
伝
え
、
そ
の
立
地
条
件
を
生
か
し
良
好
な
駅
前
空
間
形
成
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、

周
辺
地
域
は
も
と
よ
り
広
域
の
発
展
に
資
す
る
よ
う
、
こ
の
地
を
新
生
郵
政
事
業
の
拠
点
と
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。
そ

の
際
、
現
局
舎
の
建
築
的
特
長
を
備
え
、
あ
る
大
き
さ
を
持
っ
た
建
物
の
一
部
を
新
建
物
へ
移
設
し
、
新
郵
政
事
業
の
展
開

と
深
化
に
資
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

当
該
報
告
書
は
民
間
企
業
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
が
、

二



「
大
阪
中
央
郵
便
局
庁
舎
」
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
が
、
地
域
の
事
情
も
踏
ま
え
、
関
係
者
と
も
調

整
の
上
、
自
ら
の
経
営
判
断
に
よ
り
行
っ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三


